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資料第３４ 

 

北海道一級河川環境保全連絡協議会 

鵡川・沙流川部会 会則 

 

(目的) 

第１条    北海道一級河川環境保全連絡協議会規約第６条第１項の規定に基づく鵡川、沙流

川部会(以下「部会」という。)は、鵡川、沙流川並びにこれに接続する公共の用に

供される水域及び水路の環境保全対策について、関係機関相互の連絡調整を図るこ

とを目的とする。 

(協議事項) 

第２条    部会は前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。 

       (1) 水質汚染対策に関する資料及び情報の交換 

       (2) 河川愛護思想の普及及び広報 

       (3) 河川区域内の土地の緑地、公園化及び適正利用の推進に関すること。 

       (4) その他 

(組織) 

第３条    部会を構成する機関及び部会員は別表のとおりとする。 

２．部会長は、室蘭開発建設部次長(河川道路担当)とする。 

(運営) 

第４条    部会長は部会を代表し、会務を統括する。 

２．部会長は必要に応じ会議を招集し、部会運営の方針を決定する。 

(専門部会) 

第５条    部会には必要により専門部会を置くことができる 

２．専門部会は専門委員をもって構成する。 

３．専門委員は部会員のうちから推薦により指名する。 

４．専門部会長は専門委員の中から部会長が任務する。 

５．専門部会は検討事項の経過を部会に報告しなければならない。 

(報 告) 

第６条    部会長は協議会規約第６条３項の規定に基づき、部会事務運営の経過等について

幹事会に報告しなければならない。 

(事務局) 

第７条    部会の事務局は室蘭開発建設部治水課に置く。 

(雑 則) 

第８条    この会則に定めるもののほか、必要な事項は部会長が部会に諮って定める。 
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(附 則) 

第９条    この会則は昭和５７年８月１０日から実行する。 

昭和５９年 ４月２６日一部改訂。 

平成 ２年 ８月 ７日一部改訂。 

平成 ９年 ４月２４日一部改訂。 

平成１０年１０月 ７日一部改訂。 

平成１１年 ４月２７日一部改訂。 

平成１３年 ４月２５日一部改訂。 

平成１５年 ４月２５日一部改訂。 

平成１７年 ４月２５日一部改訂。 

平成１８年 ４月２７日一部改訂。 

平成１９年 ４月２７日一部改訂。 

平成２０年 ４月３０日一部改訂。 

平成２２年 ４月２６日一部改訂。 

平成２３年 ４月２８日一部改訂。 

平成２５年 ５月 ８日一部改訂。 

平成２６年 ４月２５日一部改訂。 

平成２７年 ４月３０日一部改訂。 

平成２８年 ４月２７日一部改訂。 
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鵡川・沙流川部会構成員一覧表 

 

役 員 名 機    関    名 役   職   名 

部 会 長 

委   員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

胆 振 総 合 振 興 局 

 

日 高 振 興 局 

 

上 川 総 合 振 興 局 

 

胆 振 総 合 振 興 局 

室 蘭 建 設 管 理 部 

 

上 川 総 合 振 興 局 

旭 川 建 設 管 理 部 

 

苫 小 牧 警 察 署 

 

門 別 警 察 署 

 

富 良 野 警 察 署 

 

む か わ 町 

 

 

 

占 冠 村 

 

平 取 町 

 

日 高 町 

 

 

室 蘭 開 発 建 設 部 

 

次長(河川道路担当) 

 

公物管理課長、治水課長 

 

環境生活課長、林務課長 

 

環境生活課長、林務課長 

 

環境生活課長、林務課長 

 

維持管理課長、治水課長 

 

 

維持管理課長、治水課長 

 

 

生活安全課長 

 

刑事生活安全課長 

 

刑事生活安全課長 

 

総務企画課長、建設水道課長 

穂別総合支所地域振興課長 

穂別総合支所地域経済課長 

 

企画商工課長、産業建設課長 

 

まちづくり課長、建設水道課長 

 

総務課長 

水・くらしサービスセンター所長 

 

治水課 

 

 


